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全日本空輸株式会社に対する業務改善勧告及び 

同社安全統括管理者の職務に関する警告について 

１．事案の概要 

令和７年 11 月 27 日、大阪国際空港で行われたパーキングブレーキバルブ交換後の作動油

の給油作業中に、自社で使用を禁止※している作動油を誤って使用したことについて、作業に

関与した整備士が誤使用に気が付いたにもかかわらず、自社の規程を恣意的に解釈して問題な

いと判断し、事実と異なる整備記録を作成した上で、必要な是正を行わずに運航させたことが

確認されました。さらに後日、誤作業を組織に気付かれないようにする目的で、作動油の一部

を正規のものに交換する際に、当該作業の整備記録を意図的に作成しなかったことも確認され

ました。 

また、同月 13 日、成田国際空港において、貨物機の貨物室のレールに損傷があるとの報告

を受けた整備士が、自社の規程を意図的に確認しないまま『軽微な不具合』と判断し、必要な

修理作業を行わずに運航させたことが確認されました。 

これらは、航空法で認可を受けた業務規程及び整備規程に違反する行為であるとともに、意

図的に行っていた事実も確認されたことから、個人的な悪質性が認められます。 

※：作動油混入によって直ちに航空機の耐空性に問題が生じるものではないものの、自社において整

備性向上の観点から使用を禁止する作業基準を定めていたもの。 
 
同社は令和６年10月25日に福島空港において意図的に整備規程等に従わずに行った不適切

な整備に関する厳重注意を受け是正に向けた対策を講じているところですが、今回、同様に整

備規程等の不遵守に関する事態が発生したことは、当該対策が十分に行われておらず、同社に

おける再発防止に係る安全管理システムが機能していない状況にあると認められます。 
 
したがって、本日付けで同社に対して別添のとおり業務改善勧告を行い、再発防止策を検討

の上、令和８年５月15日までに再発防止策を報告するよう指示しましたのでお知らせします。

また、併せて同社に対し、安全管理体制の再構築等、安全統括管理者の職務についても改善措

置を求めるための警告を行いましたのでお知らせします。 
 
国土交通省航空局は、同社において再発防止が確実に図られ、安全運航のための体制が維持

されるよう、引き続き指導監督を行ってまいります。 

 

 

 

 

全日本空輸株式会社において、整備業務に係る不適切な行為が認められました。国土交

通省航空局は本日付けで同社に対して別添のとおり業務改善勧告を行い、必要な再発防止

策を検討の上、令和８年５月 15 日までに報告するよう指示しました。また、併せて同社に

対し、安全統括管理者の職務についても改善措置を求めるための警告を行いました。 
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